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新潟県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第17号 

新潟県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県収入証紙条例施行規則（昭和57年新潟県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（売りさばき手数料） 

第10条 知事は、金融機関及び指定売りさばき人に

対し、それぞれ次に定める額の証紙売りさばき手

数料を交付する。 

(1) 金融機関 各年度において売りさばいた証紙

の額面（証紙条例第５条第３項の規定により指

定売りさばき人が買い受けた額を控除した額）

の当該年度の合計額を次の表の左欄に掲げる金

額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同

表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金

額の合計額に相当する額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる｡)に100

分の110を乗じて得た額 

（略） 

(2) 指定売りさばき人 次に掲げる額の合計額に

100分の110を乗じて得た額 

ア・イ （略） 

２・３ （略） 

（売りさばき手数料） 

第10条 知事は、金融機関及び指定売りさばき人に

対し、それぞれ次に定める額の証紙売りさばき手

数料を交付する。 

(1) 金融機関 各年度において売りさばいた証紙

の額面（証紙条例第５条第３項の規定により指

定売りさばき人が買い受けた額を控除した額）

の当該年度の合計額を次の表の左欄に掲げる金

額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同

表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金

額の合計額に相当する額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる｡)に100

分の108を乗じて得た額 

（略） 

(2) 指定売りさばき人 次に掲げる額の合計額に

100分の108を乗じて得た額 

ア・イ （略） 

２・３ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に金融機関が売りさばく証紙及び指定売りさばき人が買

い受ける証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に金融機関が売りさばいた証紙及び指定売りさ

ばき人が買い受けた証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。 
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新潟県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第18号 

新潟県財務規則の一部を改正する規則 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「追加別表号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び追加別表号を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表第11（第175条関係） 

 １～28 （略） 

29 特別法人事業税 

30 軽自動車税の環境性能割 

 

別記（第78条関係） 

建設工事請負基準約款 

（略） 

 

別表（第25条、第35条、第38条、第48条関係） 

項目 適用 

条文 

算 式 等 摘要 

    
請負

金額

を変

更す

る場

合 

第25

条第

２項 

１ 第１回目の変更の

場合 

（変更工事価格×元

請負金額÷元設計額）

×1.1＝変更後の請負

金額 

２ 第２回目（以降）の

変更の場合 

（２回目（以降）変更

工事価格×元請負金

額÷元設計額）×1.1

＝２回目（以降）変更

後の請負金額 

（略） 

    
（略） 

  （略） 

別表第11（第175条関係） 

 １～28 （略） 

 

 

 

別記（第78条関係） 

建設工事請負基準約款 

（略） 

 

別表（第25条、第35条、第38条、第48条関係） 

項目 適用 

条文 

算 式 等 摘要 

    
請負

金額

を変

更す

る場

合 

第25

条第

２項 

１ 第１回目の変更の

場合 

（変更工事価格×元

請負金額÷元設計額）

×1.08＝変更後の請

負金額 

２ 第２回目（以降）の

変更の場合 

（２回目（以降）変更

工事価格×元請負金

額÷元設計額）×1.08

＝２回目（以降）変更

後の請負金額 

（略） 

    
（略） 

  （略） 
  
附 則 

 この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

 

訓   令 
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◎新潟県訓令第５号 

本     庁 

地 域 機 関 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第223条の規定により帳票その他の書類の様式を定める訓令（平

成５年３月新潟県訓令第７号）の一部を次のように改正し、令和元年10月１日から実施する。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
第28号様式（第54条関係） 

予定価格書 

（略） 

（入札書等比較予定価格￥  ）②＝①×100／

110 

（略） 

（入札書等比較制限価格￥  ）④＝③×100／

110 

（略） 

 

第29号様式（第54条関係） 

予定価格書 

（略） 

（入札書等比較予定価格￥  ）②＝①×100／

110 

（略） 

（入札書等比較制限価格￥  ）④＝③×100／

110 

（略） 

第28号様式（第54条関係） 

予定価格書 

（略） 

（入札書等比較予定価格￥  ）②＝①×100／

108 

（略） 

（入札書等比較制限価格￥  ）④＝③×100／

108 

（略） 

 

第29号様式（第54条関係） 

予定価格書 

（略） 

（入札書等比較予定価格￥  ）②＝①×100／

108 

（略） 

（入札書等比較制限価格￥  ）④＝③×100／

108 

（略） 
  

 

告   示 

◎新潟県告示第457号 

次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 名  称 新潟市民病院 

２ 所 在 地 新潟市中央区鐘木463番地７ 

３ 有効期間 令和元年11月１日から 

       令和４年10月31日まで 

 

◎新潟県告示第458号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計

画を次のとおり認可した。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

関川村 １者 下関1129番１ほか176筆 15.7ha 
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新潟市 ２者 北区木崎六町歩118番１ほか１筆 0.2ha 

五泉市 １者 一本杉午島4588番ほか４筆 0.3ha 

長岡市 20者 三之宮町西野（土地改良）1020番ほか311筆 35.8ha 

見附市 １者 東今町149番ほか７筆 2.0ha 

小千谷市 １者 桜町ニイ夫376番１ほか38筆 5.7ha 

糸魚川市 １者 藤後ひがし726番１ほか20筆 0.3ha 

佐渡市 １者 上新穂410番１ほか１筆 0.1ha 

合 計 28者 566筆 60.0ha 

２ 認可年月日 

 令和元年９月26日 

 

◎新潟県告示第459号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    今 井　 長 司

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産大麦、国内産小麦、国内産大豆、 国内産そば

もみ、玄米、大麦、大豆、そば

もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば

もみ、玄米

もみ、玄米、大麦、大豆

備　　　考

15004 登録年月日 平成14年８月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15

成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

登録検査 機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

新潟県新潟市西区小針２丁目11－15

K1515046

K1522036

K1522019

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員

主たる事務 所の
所 在 地

新潟県長岡市与板町岩方838

新潟県魚沼市米沢 147

新潟県村上市仲間町626－13

　　略称『 新潟県検査協会 』　令和元年９月27日　農産物検査員４名の登録抹消。検査員合計705名。

K1528023

新潟県

高野 日出和

矢代　成行

佐藤　恵子

遠藤　匠

 

 

◎新潟県告示第460号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

  新潟県村上市遅郷字向山246の２（次の図に示す部分に限る｡)、岩石字岩渕232の６から232の８、236の３、

236の４、238の１（次の図に示す部分に限る｡)、字脇ノ沢244の１（次の図に示す部分に限る｡)、字ソリ畑322

の１（次の図に示す部分に限る｡) 

２ 保安林として指定された目的 

 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

 (｢次の図」は、省略し、その図面を新潟県農林水産部治山課及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第461号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条で準用する第18条第17項の規定により、佐渡市の佐渡土地改良区連

合から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。 

令和元年９月27日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 退 任 

    理事  佐渡市吉井本郷293－１  田中 吉昭 
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 退任年月日 令和元年８月26日 

 

◎新潟県告示第462号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、佐渡市の国府川左岸土地改良区から次のとお

り役員の住所が変更した旨の届出があった。 

令和元年９月27日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 変更前 

 理事 佐渡市畑野甲794    渡邉 敏夫 

２ 変更後 

 理事 佐渡市畑野甲722－３  渡邉 敏夫 

 

◎新潟県告示第463号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定に基づき、次のとおり土地改良事業計画の変更を認可

した。 

令和元年９月27日 

新潟県上越地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 
新規変

更の別 
認可年月日 根拠条文 

上越市 

谷浜土地改良区 
桑取 

農業用用排水施設整備（県単農業 

農村整備「かんがい排水｣)事業 
変更 令和元年９月13日 第48条 

 

公   告 

家畜人工授精に関する講習会修業試験の合格者について（公告） 

新潟県家畜人工授精師養成講習会規程（昭和28年10月新潟県告示第1155号）第９条第１項の規定により、令和

元年９月12日及び13日に実施した家畜人工授精師養成講習会修業試験の合格者は、次のとおりである。 

令和元年９月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

甘野出帆、大関柚子、加藤勝栄、工藤哲志、小竹剛志、牛腸美月、坂井いずみ、三田美明、髙山芽生、中澤和

明、永野亜実、南雲茉代、橋本愛、服部裕史、早川奈々、平澤誠、山田紗知 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、白衣及び看護衣等について、次のとおり一般

競争入札を行う。 

令和元年９月27日 

新潟県病院事業管理者 岡 俊幸 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  白衣及び看護衣等 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和２年２月28日（金） 

(4) 納入場所 
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  新潟県立病院 11病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「雑類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 950－8570 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

  新潟県病院局経営企画課財務係 

  電話番号 025－280－5555 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 出荷引受書の提出期限 

  令和元年10月10日（木）午後４時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和元年10月17日（木）午後２時00分 

 新潟県庁行政庁舎16階入札室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県病院局の交付する入札説明書に基づき出荷引受書を作成

し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 
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 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、看護靴について、次のとおり一般競争入札を

行う。 

令和元年９月27日 

新潟県病院事業管理者 岡 俊幸 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  看護靴 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和２年２月28日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立病院 13病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「雑類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 950－8570 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

  新潟県病院局経営企画課財務係 

  電話番号 025－280－5555 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和元年10月10日（木）午後４時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和元年10月17日（木）午後３時00分 

 新潟県庁行政庁舎16階入札室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県病院局の交付する入札説明書に基づき応札仕様書を作成
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し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立十日町病院移転業務委託について、

次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年

政令第372号）の適用を受けるものである。 

令和元年９月27日 

新潟県立十日町病院長 吉嶺 文俊 

１ 入札に付する事項 

 (1) 購入等件名及び数量 

   新潟県立十日町病院移転業務委託 一式 

 (2) 調達案件の仕様等 

    入札説明書による。 

  (3) 履行期間 

    契約締結日から令和２年９月30日（水）まで 

   ただし、建物の竣工時期に変更がある場合は別途協議する。 

  (4) 入札方法 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

  (2) 指名停止期間中の者でないこと。 

  (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

  (4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

  (5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と 

  社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

 (6) 日本国内において、過去５年以内に、300床以上の病院における移転業務の履行実績を有する者であること。  

 (7) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

  (1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   郵便番号 948－0065 

    新潟県十日町市高田町三丁目南32番地９ 

    新潟県立十日町病院 経営課 
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    電話番号 025－757－5566 

  (2) 入札説明書の交付方法 

    本公告の日から令和元年10月30日(水)まで（新潟県の休日を定める条例（平成元年新潟県条例第５号）第 

１条第１項各号に規定する日を除く｡)の各日の午前９時から午後５時まで、前記３(1)の場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

  (1) 入札希望者は令和元年10月31日(木)午後５時までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する書類を 

   持参又は郵送しなければならない。ただし、郵送の場合は令和元年10月31日（木）に必着させるとともに、 

   書留郵便を利用すること。 

 (2) 入札参加資格確認書類の提出場所は前記３(1)とする。 

 (3) 入札参加資格確認書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

  令和元年11月11日（月）午前10時30分 

  新潟県立十日町病院 ３階講堂 

６ その他 

  (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

    入札時に入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

  (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

 (4) 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

    なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

  (5) 入札の無効 

   前記２に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ

を無効とする。 

 (6) 契約書作成の要否 要 

 (7) 落札者の決定方法 

   本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札であって、規程第197条の規

定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (8) 契約の停止等 

   当該調達に関し、苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

 (9) その他 

   ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

     は、契約を締結しない場合がある｡) 

   イ 詳細は入札説明書による。 

７ Summary 

(1) Nature and quantity of the services to be purchased: 
Moving of Niigata Prefectural Tokamachi Hospital  [1] set 

(2) Deadline for bid participant applications: 
5:00 P.M. October 31, 2019 

(3) Date of bid opening :  
10:30 A.M. November 11, 2019 

(4) For more information,please contact the following division in Japanese : 
Administrative Section, Niigata Prefectural Tokamachi Hospital 

32-9 Minami 3-chome, Takada-cho, Tokamachi City,Niigata,JAPAN 

948－0065  
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TEL 025－757－5566  

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、一般撮影装置について、次のとおり一般競争

入札を行う。 

令和元年９月27日 

新潟県立十日町病院長 吉嶺 文俊 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  一般撮影装置 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和２年８月31日（月） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0065 

  新潟県十日町市高田町三丁目南32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線132 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和元年10月30日（水）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和元年11月６日（水）午前10時30分 

 新潟県立十日町病院 外来棟３階講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 
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 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、検査科関連機器（血液ガス分析装置等）につ

いて、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和元年９月27日 

新潟県立十日町病院長 吉嶺 文俊 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  検査科関連機器（血液ガス分析装置等） 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和２年９月７日（月） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0065 

  新潟県十日町市高田町三丁目南32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線132 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 
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(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和元年10月７日（月）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和元年10月10日（木）午前10時00分 

 新潟県立十日町病院 外来棟３階講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、体成分分析装置について、次のとおり一般競

争入札を行う。 

令和元年９月27日 

新潟県立十日町病院長 吉嶺 文俊 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  体成分分析装置 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和２年８月31日（月） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 
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２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0065 

  新潟県十日町市高田町三丁目南32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線132 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和元年10月７日（月）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和元年10月10日（木）午前10時30分 

 新潟県立十日町病院 外来棟３階講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、臨床工学技士室関連機器（血液浄化装置等）

について、次のとおり一般競争入札を行う。 
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令和元年９月27日 

新潟県立十日町病院長 吉嶺 文俊 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  臨床工学技士室関連機器（血液浄化装置等） 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  令和２年９月７日（月） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0065 

  新潟県十日町市高田町三丁目南32番地９ 

  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線132 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和元年10月７日（月）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和元年10月10日（木）午前11時00分 

 新潟県立十日町病院 外来棟３階講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 
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(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき 

  は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

監査委員公表 

包括外部監査結果に基づく措置状況の公表 

平成30年度包括外部監査結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事から通知があったので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、その内容を公表する。 

令和元年９月27日 

新潟県監査委員  栗 山 和 廣 

新潟県監査委員  小 林 一 大 

新潟県監査委員  高 倉   栄 

新潟県監査委員  高 橋   猛 
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平成30年度 包括外部監査結果に基づく措置内容 

テーマ「観光及びこれに関連する事業に係る事務の執行及び事業の管理について」 

 

区分 事業名 項目 指摘・意見の内容 措置内容 

意見１ 宿泊施設

経営改善

モデル事

業 

業 務 委 託

先 の 選 定

について 

 本事業では、事業開始年度（平成26年度）

以降、委託先の変更がなされておらず、また、

年度ごとに委託先の業務実績を十分に検討評

価した資料もない。委託先の業務実績につい

て県として検討評価を行うプロセスを経るこ

とで、他の委託先を選定する機会を設けるこ

とが望まれる。業務の効率化、効果を考える

と、一定期間ごとに委託先を評価し、委託先

の見直しを検討する仕組みを構築すべきと考

える。 

 当該事業は平成30年度で終

了しているが、他の委託事業（温

泉地等魅力向上支援事業など）

では、委託先の評価・見直しを

行うため、毎年度複数の業者か

ら企画提案や見積書の提出を求

めることとした。 

意見２ 宿泊施設

経営改善

モデル事

業 

効 果 測 定

について 

 本事業は効果測定の指標として、観光客の

満足度調査の結果及び観光入込客数を用いて

いる。しかし、本事業の目的は「宿泊業者に

おける経営の効率化・安定化により県内宿泊

施設の経営改善促進すること」にあるので、

宿泊者の増加や満足度の向上ではなく、宿泊

業者の財政状態、経営成績の改善内容等を効

果測定の指標とすべきであると思われる。 

 当該事業は平成30年度で終

了しているが、令和元年度新規

事業（着地型旅行商品販売促進

事業など）では、事業目的に即

した指標の設定に努めている。 

意見３ 宿泊施設

経営改善

モデル事

業 

事 業 成 果

の活用につ

いて 

 本事業において経営改善を図った各施設の

取り組みを他の宿泊事業者に普及させるため

には、より具体的、かつ、詳細な内容を積極

的に開示していく必要がある。また、県内宿

泊施設事業者団体等に対し、宿泊施設運営に

おける経営上の問題点などのアンケートを実

施し、当該事業で過去に実施した案件に近似

する事項があれば、過去事例を参考にして利

用を検討するよう促す仕組みも構築すること

が望まれる。 

 事業実施先から事業実施後

の状況報告を受けるとともに、

これまでの取組事例について、

県ホームページ及び市町村観光

担当者会議において周知した。 

 また、今後、類似の事業にお

いては、アンケートや事例紹介

などにより、事業成果が県内に

波及する仕組みを検討する。 

意見４ 温泉地等

魅力向上

支援事業 

事 業 成 果

の活用につ

いて 

 当該支援事業は平成28年度から実施してい

るが、これまでの支援事業の成果を他の観光

地へ普及・拡大した実績はなく、事業成果を

県内他の温泉地等へ普及拡大するという横展

開に関する事業計画はないとのことである。

本事業の目的から、特定の観光地支援だけで

なく、事業成果の横展開を図るべきである。 

 事業開始から２年しか経過していない点に

ついては、今後の事業実施主体に対する顧客

満足度の推移を確認し、当該事業で得たアン

ケート結果を分析した上で、県内観光協会等

の観光団体との事業成果を共有して、横展開

を図る計画の策定が望まれる。 

 事業内容及びこれまでの取組

事例について、県ホームページ

による周知のほか、市町村観光

担当者会議等でも周知を行った

ところであり、今後事業成果の

横展開に努める。 
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意見５ ご当地グ

ルメイベ

ント開催

費補助金 

効 果 測 定

について 

 「新潟の食の魅力を県内外に発信し、食を

活用した観光振興を図る」ことを目的として

いる本補助金事業の効果測定をする上で来場

者からのアンケート結果は有用な指標であり、

その内容の細分化をし、その事業目的に照ら

した分析をすることが必要である。平成29年

度で本事業は終了しているものの、後続とな

る事業を開始しており、効果測定方法の改善

が必要と考える。 

 食を活用した事業で、県内外

からの来場を目的としたイベン

トについては、来場者アンケー

トを実施し、事業目的に照らし

た分析に取り組む。 

意見６ おもてな

し支援事

業 

効 果 測 定

について 

 効果測定の方法が事業目的に沿ったもので

はないと思われる。本事業の目的は「旅館・

ホテル等の人材育成等、質の向上に関する事

業の実施を支援する」ことにあるが、その目

的に対して効果測定の方法は、研修受講者へ

のアンケートを実施、経営者向けとして研修

毎に課題を提示、研修内容の実践を促す取り

組みを行ったこととしている。本事業の目的

から鑑みると、宿泊客等にアンケートを行い、

ホスピタリティに関する満足度がどのように

推移しているかを分析すべきと考えられる。

なお、他事業で顧客満足度アンケートを実施

しているのであれば、他事業で回答を得たア

ンケート結果を本件事業の効果測定にも利用

すべきことが考えられる。 

 当該事業は平成29年度をも

って、終了したが、県が令和元

年度実施する観光人材育成セ

ミナー等において、より事業目

的に即したアンケートの実施な

ど、効果測定の方法を工夫する

こととしている。 

意見７ 宿泊交流

人口拡大

事業 

効 果 測 定

について 

 当該事業のうち「①宿泊交流人口拡大事業

補助金」事業に関するアンケート調査におい

て、満足属性（大変満足39.2％、満足38.6％、

やや満足10.1％の合計）の回答が８割を超え

たことから県としては肯定的な評価が多かっ

たと評価している。その一方で､｢新潟県観光

立県推進行動計画」おいては県全体で平成32

年度において、大変満足を４割以上とする数

値目標を定めている。県の行動計画との関係

から、効果測定は満足属性ではなく大変満足

に焦点を当てるべきであると思われるが、現

状の大変満足39.2％という結果について改め

て評価を行い、事業の内容をさらに検討する

ことが望まれる。 

 なお、当該事業では予算額30,000千円に対

して決算額が21,711千円に留まっていること

から、補助金対象先となりうる事業者へ当該

事業をアピールし、利用を促すことも必要で

はないかと考える。 

 当該事業は平成29年度で終

了したが、後継となる「日本海

美食旅モデル事業補助金」では、

事業者が誘客目標人数など事

業目的に照らした指標を設ける

こととし、明確に効果測定を行

うこととした。また、満足度に

関するアンケートも実施し、事

業者による改善に役立てるとと

もに、県としても「大変満足」

に焦点を当てながら、事業の評

価を行うこととした。 

 あわせて、より多くの利用を

促すため、関係団体とも連携し

ながら広報誌を活用するなど、

機会を捉えた情報提供に努め

る。 

意見８ 着地型観

光支援事

業 

事 業 選 定

基準につい

て 

 支援事業の選定基準に具体的な数値基準等

は設けていないとしているが、本事業では地

域ならではの観光コンテンツとして定着させ

誘客につなげていくことが重要と考えること

から、事業者からの公募時の提案書に観光客

受入目標人数など具体的な指標についても含

めることを検討すべきである。 

 令和元年度の補助申請に当

たっては事業者が誘客目標人数

など事業目的に照らした指標を

設けることとした。 
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意見９ 着地型観

光支援事

業 

予 算 と 決

算 の 乖 離

について 

 当該事業のうち「着地型観光支援事業補助

金」については、平成29年度の予算額30,000

千円に対して決算額は半分以下の12,341千円

のみしか使用されていない。現状の予算を大

幅に余らせているという状況にあり、県の取

り組みとして不十分な面があると思われる。

支援先となりうる事業者への当該事業の存

在、利用条件等を強力にアピールし、より多

くの事業者に当該事業の利用を促すことが望

まれる。 

 より多くの事業者の利用を促

すため、機会を捉え、事業の紹

介、情報提供に努めている。 

意見10 着地型観

光支援事

業 

効 果 測 定

について 

 効果測定の方針において、県としては当該

事業の実施を通じて、各地域で新たな観光コ

ンテンツとして定着させ、誘客につなげてい

くことが重要としており、中長期的に事業効

果や課題などについて検討する必要があると

認識はしている。しかし、各支援事業におい

て事業者側では具体的な数値を含む中長期的

な事業計画（訪問客の目標数など）は作成し

ていない。 

 地域での継続的な受入体制の充実を図るに

はある程度の時間が必要となるため、県とし

ても事業者側に中長期的な視点で事業計画の

作成を促すとともに、県側で計画値と実績の

対比形式の資料を作成することやアンケート

を利用するなどして事業の効果を中長期的に

モニタリングすることが望まれる。 

 ＫＰＩに関して、申請時には

実施年度や最終年度の目標値

や設定根拠を定めるとともに、

実績報告時には実績値や評価

を記載するよう補助金交付要綱

を改正し、モニタリングするこ

ととした。 

意見11 観光基盤

整備事業

補助金 

予 算 と 決

算 の 乖 離

について 

 予算額が65,813千円であることと、実績額

の直近５年度の平均が25,428千円と予算額の

半分未満であること等を踏まえると、本事業

に関しての予算は必要以上の金額が計上され

ているのではないかとも思われる。観光施設

の災害復旧のために予算を柔軟に対応するこ

とを企図して予算額を残しているとしても、

本事業の対象として計上すべき予算額が妥当

であるかどうかの議論は必要と考える。本事

業は観光政策のためには極めて重要な位置づ

けの事業だと思われるので、事業目的に沿っ

た適切な予算額を計上したうえでその執行を

行うべきと考える。 

 市町村等のニーズや事業計画

を踏まえ、適切な予算額の計上

に努める。 

意見12 観光基盤

整備事業

補助金 

効 果 測 定

について 

 本事業では定量的な指標に基づいた効果測

定を実施していない。観光施設（ハード）に

ついてはその誘客効果は長期に渡って発生す

るものであるため、過年度に支出した建物等

の観光入込客数の推移を一定期間モニタリン

グする等の中長期的な効果測定も実施し、事

業目的の達成状況を確認することが望まし

い。 

 観光誘客の拡大には、施設整

備に加え、地域が実施するイベ

ント開催やガイド育成などのソ

フト事業等との連携が必要であ

ることから、基本的には市町村

が主体的にモニタリングを行う

べきと考えるが、県としても、

毎年度実施している観光入込客

統計で状況を把握するなど、必

要な確認や助言等を行ってい

く。 
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意見13 観光施設

改善資金

貸付金 

事 業 の 有

効性につい

て 

 本事業においては、少なくとも10年間は事

前審査の申請すらない。そのような事業に対

して毎年度同額の予算（平成27年度～平成29

年度の各予算81,660千円）を割り当てること

に疑問があり、また、この10年間、事業内容

の見直しが全く実施されなかったことは問題

ではないか。当該事業のニーズがないのであ

れば適時に事業内容の見直しを検討すべきで

あるし、使い勝手が悪いのならば、より県民

にとって利用しやすい制度内容にするよう条

件の緩和等を検討すべきである。 

 旅館ホテル関係者から、利用

が無い要因として事業の周知不

足が指摘されたため、新潟県旅

館ホテル組合の各種会議等で周

知を強化することとした。その

上で、利用実績が無い場合は、

改めて制度内容の見直しを行

う。 

意見14 少雪対策

設備整備

資金貸付

金 

事 業 の 有

効性につい

て 

 本事業は予算額の増額や融資限度額の減額

といった事業の見直しを実施しているにもか

かわらず、20年間以上利用実績がなく、この

ような事業に対して予算（平成28年度～平成

29年度の各予算187,110千円）を割り当てる

ことの妥当性に疑問が残る。なぜ、事業の見

直しを実施したにも関わらず実績がないのか、

その原因についての分析や検討を実施すべき

であるし、使い勝手が悪いのならば、より県

民にとって利用しやすい制度内容にするよう

条件の緩和等を検討すべきである。 

 スキー場関係者からの意見や

ニーズをもとに、令和２年度の

制度設計において貸付下限額の

変更や貸付対象内容など、より

利用しやすくなるよう制度の見

直しを行う。 

意見15 新潟ふる

さと村管

理運営事

業（アピ

ール館） 

指 定 管 理

料 の 設 定

について 

 アピール館施設利用者数が目標値に達しな

い場合に指定管理料を減額することとしてい

るが、その目標値（年間56万人）は指定管理

者選定時に定められ、その後毎年一定となっ

ている。しかし、本県の観光拠点施設である

新潟ふるさと村の観光入込数を増加させ、地

域の活性化を推進することに寄与するために

は年間目標を一定に置くのではなく、年度ご

とに適切な目標値を定めることは極めて重要

であると考える。 

 また、来館者数が目標値を下回った場合に

指定管理料を減額するだけでなく、施設利用

者が目標値を上回った場合には、相応の資金

的な負担が生じているとも考えられるため、

指定管理料を許容可能な範囲で増額すること

も施設利用者数の増加に寄与するものと考え

る。指定管理料を減額するだけでなく、この

ようなインセンティブも検討すべきである。 

 次回指定管理者選定（令和４

年）までに、目標値を上回った

場合に相応の負担が生じている

か検証を踏まえた上で、目標値

の設定方法やインセンティブの

要否を検討する。 

意見16 新潟ふる

さと村管

理運営事

業（アピ

ール館） 

新潟ふるさ

と 村 関 係

者との連携

について 

 新潟ふるさと村では、各種関係団体とより

綿密で強固な連携体制の構築のため各会議体

が組織されている。しかし、新潟ふるさと村

連絡協議会及び新潟ふるさと村アドバイザリ

ー委員会については原則年に１回開催する会

議を実施できていない。最低でも年に１回は

情報交換の機会を設けることが必要である。 

 新潟ふるさと村連絡協議会及

び新潟ふるさと村アドバイザリ

ー会議を令和元年度開催した

ところであり、今年度以降も実

施することを確認した。 
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意見17 新潟ふる

さと村管

理運営事

業（アピ

ール館） 

『 時 の 旅

人館』の有

効 活 用 に

ついて 

 新潟ふるさと村の敷地内にある『時の旅人

館』は新潟市が所有する観光施設であったが、

現在ではスポーツ団体の協会が入居しており、

観光施設としては稼働していない。同施設は

新潟市の所有物であり、その利用方法を考え

るのは一義的には県ではなく新潟市であるこ

とは理解できる。ただし、新潟ふるさと村に

おいては、観光客入込数が伸び悩んでいるこ

とや駐車場用地が不足していることを考える

と、観光施設として機能していない同施設の

有効活用を県としても新潟市と協議すべきと

考える。 

 施設の有効活用に向け、所管

する新潟市及び新潟観光コンベ

ンション協会と今後の利用につ

いて協議している。 

意見18 新潟ふる

さと村管

理運営事

業（アピ

ール館） 

長 期 修 繕

計画につい

て 

 新潟ふるさと村はオープン以来25年以上経

過しており、また、通年営業の影響もあり、

設備の老朽化が顕著である。そのため設備の

修繕は喫緊の課題となっている。適宜修繕を

行うことで施設の維持に努めているが、今後

より広範囲に及ぶ施設全体の改修や施設の建

替え等の抜本的な対策が必要となる可能性が

高い。同施設の観光拠点としての持続的な施

設運営のため、より長期的な視点で設備の修

繕計画や資金的な手当ての方法について、具

体的な検討を始めるべきである。 

 平成27年から７年間の計画を

策定し、計画的な修繕を行って

いるが、今後10年で修繕が必要

となる箇所の再確認を実施する

など、中長期的な視点での検討

を開始した。 

 今後も、修繕等の必要性や緊

急性を踏まえながら計画的な修

繕に努めることとする。 

意見19 新潟ふる

さと村宣

伝事業 

新 潟 県 の

費 用 負 担

額の取り決

めについて 

 本事業は新潟ふるさと村への誘客活動を推

進するため、新潟ふるさと村推進本部に対し

費用を負担している。当該費用負担額につい

ては、施設利用者数の目標値（年間170万人）

を定め、目標値を下回った場合に県が負担し

た費用の返還を求める取り扱いが存在するが、

施設利用者数が目標値を上回った場合には、

次年度の予算額を増加する等、誘客促進につ

ながるような取り決めがある方がより新潟県

への誘客に寄与するものと考える。単に予算

を減額するだけでなく、このようなインセン

ティブも検討すべきである。加えて施設利用

者数の増加のために駐車場の増加や交通網の

整備等の施策についても併せて検討すべきと

考える。 

 新潟ふるさと村宣伝事業に関

する「誘客促進につながるよう

な取り決め」については、ご意

見を踏まえ、令和２年度に向け

て要否も含め、仕組みを検討す

る。 

 また、駐車場や交通網の整備

については、物理的な制約や費

用対効果を踏まえながら、その

必要性を含め検討していく。 

意見20 新潟ふる

さと村宣

伝事業 

効 果 測 定

について 

 本事業の目的は、新潟県内外はもちろんの

こと国外からの誘客促進を図ることにあるが、

誘客活動がどのように実績につながっている

かが明らかではない。今後もインバウンドの

来場者を増やすため、外国人のニーズを把握

し、その結果を分析した上で誘客活動の効果

測定に活かすとともに、次の誘客活動にも反

映させることは重要であると考える。 

 ３か国語（英語、中国語（簡

体・繁体)､韓国語）でアンケー

トを作成し、添乗員等へのアン

ケートを実施するとともに、誘

客活動への反映を目指すことと

した。 
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意見21 新潟ふる

さと村宣

伝事業 

情 報 発 信

ツールにつ

いて 

 本事業における誘客宣伝ツールはリーフレ

ット等の紙面媒体、ホームページによる情報

発信、及び、ラジオ媒体が中心となっている。

それに加えて、若年層やインバウンドについ

てはＳＮＳによる情報発信を実施している。

今後、国内外の幅広い誘客を促進するために

は、ＳＮＳやホームページ等の情報発信がよ

り重要なツールとなりうる。引き続き、費用

対効果の観点から様々な情報発信方法を検討

していくことが望まれる。 

 当施設は高齢者の来館も多

いことから、テレビ・ラジオ等、

既存ＰＲ媒体による宣伝は一定

の効果があると考える。 

 ＳＮＳについては、年々フォ

ロワー数も増加しており、令和

元年６月にはインスタグラムの

運用も開始した。引き続きター

ゲット層や費用対効果の観点を

踏まえながら、様々な発信方法

を検討していく。 

意見22 新潟ふる

さと村経

営改善資

金貸付金

（バザー

ル館） 

貸 付 金 の

目的につい

て 

 本事業の目的は､｢㈱新潟ふるさと村に対し

て無利子融資を行うことにより経営基盤の強

化を図り、同施設の活性化を推進する｡｣こと

である。しかしながら、その実態は毎期20,000

千円ずつ融資額を減少させ、県が過去に貸し

付けた資金を段階的に回収する取引を毎年度

繰り返しているにすぎず、事業目的を達成す

るに足る施策となっているかという点におい

ては疑問が残る。事業目的達成のために本当

に必要な資金であるならば、別途融資枠を適

切に設定する必要があると考える。 

 現在の融資方法は、経営状況

を踏まえ安定的な経営基盤を築

く上で適切と考えるが、今後、

貸付金を更に圧縮できるよう、

㈱新潟ふるさと村が進める収益

向上の取組を県としても支援し

ていく。 

意見23 新潟ふる

さと村経

営改善資

金貸付金

（バザー

ル館） 

中 長 期 的

な 事 業 計

画について 

 ㈱新潟ふるさと村への融資の返済資金や㈱

新潟ふるさと村が保有するバザール館の大規

模修繕や建替え費用にかかる資金を㈱新潟ふ

るさと村としてどう捻出するかは大きな課題

である。㈱新潟ふるさと村に対しては、今後

の資金計画を含めた長期的な事業計画が必要

と考える。また、県としてもバザール館とア

ピール館を含めた新潟ふるさと村全体を重要

な観光拠点と位置付けているならば、同施設

の事業継続のために中長期的な支援が必要で

あり、㈱新潟ふるさと村と共に、今後の事業

計画を検討すべきである。 

 ㈱新潟ふるさと村では、バザ

ール館の大規模改修等を踏ま

え、今後の資金計画を含めた中

長期的な事業計画を策定するこ

ととしており、県としても必要

な助言を行う。 
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意見24 交通事業

者との連

携による

誘客促進

事業 

効 果 測 定

について 

 当該事業については、個別の効果測定を行

っていない。事業を行う以上は何らかの目標

となる指標を定めて、それに基づいた効果の

測定を行うべきである。 

 県交流企画課が実施した「首都圏・関西圏

を対象とした本県観光に対する意識調査」に

よると、関西圏での本県への訪問意欲度は向

上しているとのことであり、例えばこのよう

な指標を効果測定のベースとして、より細分

化した質問によるアンケート等により効果測

定の方法を定めることもできるのではないだ

ろうか。また、ラジオ聴取率やＪＲ西日本車

載誌掲載回数など事業目的と直接的ではない

が一定の関連性を有する指標を活動指標とし

て設定することも考えられる。いずれにせよ、

何らかの効果の測定方法について定めること

が望まれる。 

 実施する事業ごとに適した効

果測定を検討していくこととし

ており、令和元年度実施予定の

広告媒体の活用については、活

用する広告媒体で実現できる最

大リーチ数、エージェント現地

研修については、前年度以上の

商品造成件数／予算、モニター

ツアーについては前年度以上の

参加人数／予算を指標とする。 

意見25 首都圏観

光誘客強

化事業 

送 客 増 加

に向けた取

組について 

 本事業の対象である東京観光センターは、

年間入館者数100万人を超えるネスパス内２

階に位置する。 

 ネスパスへの入館者数に対する東京観光セ

ンターから新潟県への送客人数の割合が過去

５年間0.2％程度にとどまっている状況を鑑

みた場合、東京観光センターを１階に移転す

るなど、ネスパスへの入館者に東京観光セン

ターへ来場してもらい本県への誘客促進につ

ながるような施策や取り組みを検討すること

も望まれる。 

 引き続き、ネスパス利用者に

対する東京観光センターへの誘

導、利用促進に取り組んでいく。 

意見26 大阪観光

センター

機能強化

費 

効 果 測 定

について 

 本事業について個別の効果測定を行ってい

ない。その理由は、本事業における個々の施

策と本県への送客実績、旅行商品の販売実績

等を個別直接結びつけることができないため、

とのことである。しかし、観光センターの活

動状況は確認できることから、最終的な県の

観光事業の目標指標の１つである観光客入込

数そのものではなくとも、旅行会社への訪問

回数や商談会の開催数等の観光センターの活

動状況そのものを活動指標として効果測定を

行うことも考えられる。 

 観光センターでの旅行会社へ

の訪問回数や商談会の開催数

等を活動指標として設定した。 

 

意見27 大阪観光

センター

機能強化

費 

事 業 成 果

の活用につ

いて 

 本事業と事業目的に共通する点がある「交

通事業者との連携による誘客促進事業」にお

いて、旅行エージェント招へい時に参加者ア

ンケート等を実施しているが、当該アンケー

ト結果が県内観光関係者等へフィードバック

されておらず、具体的なフィードバックに関

する計画も策定されていない。アンケート結

果を県内観光業界で共有することでより魅力

的な観光地づくりに結び付けることが望まれ

る。 

 アンケート結果は、各地域の

宿泊施設やコンテンツへの評価

が中心であるため、地域の観光

関係者との情報共有を進める。 
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指摘１ コンベン

ション誘

致推進事

業 

書 類 の 不

備について 

 コンベンション開催費補助金は、審査委員

の審査結果を踏まえ、知事が補助指定を行う

手順となっているが、平成27年度の第３回補

助金審査会（書面審査）において、審査委員

が承認を行う書面に記載されている「県が各

委員に審査を依頼した日付」が誤っていた。

ただし、補助金審査会議事録を確認したとこ

ろ、同審査会の開催は確認できており、また、

回答書の手書の承認日付は正確な日付も記載

されており、実質的に問題がないと思われる。 

 形式上の不備ではあるが、今後同様の状況

が発生しないよう留意が必要である。 

 今後は、こうした事案が生じ

ないよう、書面の相互チェック

を徹底し、適正化を図る。 

意見28 コンベン

ション誘

致推進事

業 

国 際 会 議

開 催 件 数

増 加 に 向

けた取組に

ついて 

 県観光行動計画の国際会議開催件数の目

標指標について、現在、未達の状況が継続し

ている。県としては関係機関とともにＪＮＴ

Ｏの海外プロモーションを活用するなどによ

り、2020年度に目標達成を目指す方針である

とのことであるが、それに加えて受入態勢と

してユニークベニューの積極的な活用や付随

イベントの開催等の施策も検討し、目標を達

成することが望まれる。 

 国際会議の主催者や参加者

に訴えるユニークベニュ－や体

験プログラムの掘り起こし及び

その発信に取り組む。 

意見29 ウェルカ

ムにいが

た観光戦

略事業 

目 標 値 の

設定につい

て 

 新潟県の外国人宿泊者数は増加傾向にあ

り、本事業において一定程度の効果は出てい

るように考えられる。しかし日本全体で増加

傾向にあり、近県と比べて優位とは言えない

状況である。インバウンドの観光客を増やす

ためには、県の外国人誘客目標に対して、例

えば誘致国ごとに年間目標客数を設置するな

ど、全体目標をブレイクダウンする形でより

具体的かつ精緻化した数値目標を定めること

が必要である。その上でその目標を実現する

ための事業を計画し、予算を計上すべきでは

ないだろうか。 

 令和２年度の「新潟県観光立

県推進行動計画」の見直し作業

に向けて、より具体的な目標設

定について検討する。 

意見30 ウェルカ

ムにいが

た観光戦

略事業 

訪日プロモ

ーションの

促進につい

て 

 継続的な訪日プロモーションにより、需要

が拡大しつつあるものの、平成29年の外国人

県内宿泊延べ人数は全国28位となっており、

外国人宿泊客の割合が多いとは言えないのが

現状である。 

 このような現状を踏まえると、従来型の継

続的な訪日プロモーションだけでなく、新た

な切り口によるセールスプロモーション活動

も必要と考える。 

 従来型の団体旅行を扱う旅

行会社に加え、インターネット

型の旅行会社及びランドオペレ

ーターへのセールスなど、新た

な切り口によるプロモーション

活動を展開する。 

意見31 ウェルカ

ムにいが

た観光戦

略事業 

外 国 人 観

光 客 の 受

入 体 制 整

備 の 促 進

について 

 外国語対応観光情報Ｗｅｂサイト作成、多

言語版ホームページ作成、外国語マップ作成

を補助している受入体制整備補助金は、外国

人観光客の受入体制を整備する上で重要な事

業であるため、セールスプロモーション活動

と同様に継続的に補助し、さらに強化してい

くことが望まれる。 

 引き続き、地域の受入体制整

備を継続的に支援するほか、ム

スリム対応やキャッシュレス決

済に関するセミナー等を開催

し、受入環境の改善を促進する。 
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意見32 外客誘致

重点キャ

ンペーン

事業 

目 標 値 の

設定につい

て 

 県アカウントにおけるＳＮＳの情報発信に

ついては運用を外部に委託している。委託契

約書等によりＳＮＳの更新頻度が定められて

いるが、今後もＳＮＳを活用し情報を発信す

る余地は大いにあると考える｡｢投稿回数・リ

ーチ数＝外国人観光客の誘客促進」とは必ず

しも言えないため、厳密な効果測定は困難な

一面があることや費用増加の懸念もあるが、

例えばアウトカムのリーチ目標数を業務契約

書で定めるなど、具体的な数値目標を定める

ことも検討されたい。 

 県アカウントにおけるＳＮＳ

での情報発信について、アクセ

ス件数など具体的な目標設定を

定めた。 

意見33 外客誘致

重点キャ

ンペーン

事業 

ホームペー

ジの活用に

ついて 

 「Enjoy Niigata」のホームページは、観

光情報、宿泊情報等が別々に掲載されており、

実際に新潟へ行った場合の旅行イメージが沸

きづらく、また、ホームページ上には旅行プ

ランを立てられるページがあるが見つけづら

くなっている。セールスプロモーションを積

極的に実行していることから、連動して個人

向けの旅行プラン「２日間宿泊モデルコース」

などを考案・掲載するなど、さらに利便的な

ホームページになるよう継続的な情報発信が

望まれる。 

 県ホームページによる情報発

信について、モデルコースの掲

載など、継続的に利便性の向上

を図る。 

意見34 広域周遊

ルート誘

客促進事

業 

目 標 値 の

設定につい

て 

 本事業の中でも目標数値が設定されている

ものはあるが、目標数値が設定されていない

ものもあるため、効果測定としては十分とは

言えない。本事業は平成29年度に新設された

事業であり、過去実績もないことから効果測

定が難しいことは理解できるものの、事業を

行う以上は何らかの具体的な目標の設定と結

果の測定は必要と考える。例えば、ホームペ

ージやＳＮＳの情報発信についてはアクセス

数、プロモーション活動に関しては訪問回数

や広域周遊ルートの設計件数などを具体的な

指標として設定し、効果測定を行うことが望

まれる。 

 これまでの事業実績を踏まえ

て、プロモーション活動や情報

発信など個別の取組に応じた目

標設定と効果測定を行う。 

意見35 広域周遊

ルート誘

客促進事

業 

事 業 目 的

と執行の不

整合につい

て 

 本事業においては一見、事業目的との整合

性が不明瞭な実績も散見される。また、本事

業の内容は､｢15.ウェルカムにいがた観光戦

略事業」や「16.外客誘致重点キャンペーン

事業」で行うべきものも含まれているような

印象がある。本事業については、その目的に

見合った支出なのか十分に検討し、その事業

目的に沿った事業に資金を支出すべきである。

仮に、他の事業目的に合致したものがあるな

らば、それは本事業ではなく、当該事業の予

算で行うべきと考える。 

 意見をいただいた取組につい

ては、平成30年度予算において

「外客誘致重点キャンペーン事

業」に計上し、事業目的と事業

内容との整合を図っている。 
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意見36 関西圏戦

略的情報

発信事業 

目 標 値 の

設定につい

て 

 本事業では来店者数、店舗販売額により事

業効果の測定を行うとしているが、事業効果

測定のための具体的な目標値が設定されてい

ない。また、今後の目標値を設定する時期も

明確にされておらず、事業展開に関する計画

についても明確なものがない。来店者数や店

舗販売額等の目標値を設定し、目標値を達成

しているか否かの把握、達成に至らない場合

はその原因を明確にするための分析が必要で

あり、その結果から今後実施する個々の施策

を具体的に見直し検討することが望まれる。 

 現在、関西情報発信拠点のリ

ニューアル移設を準備してお

り、運営事業者と協議の上、令

和元年度内に目標値、事業計画

を策定する。 

意見37 県産品等

認知度向

上事業 

目 標 値 の

設定につい

て 

 本事業においては効果測定に関する具体的

な目標値を設定していない。関連する他の事

業において新潟清酒の輸出量に関する具体的

な目標値を定めているため、本事業において

も当該目標値と実績値の比較等により、効果

測定をすることが望ましいと考える。また、

本事業の内容から鑑みて直接的な目標値で効

果測定を行うことが困難なのであれば、イベ

ントでのアンケート実施、イベント開催回数、

参加人数など、関連する活動指標を目標値と

して設定し、効果測定に用いることも検討す

べきである。 

 本事業は県酒造組合や新潟

大学と連携して取り組むもので

あり、三者で定期的に意見交換

を行っている。本事業の効果測

定についても検討を行ったが、

新潟清酒のブランド確立につい

て数値化による目標設定は困難

であることから、他の手法等に

よる効果的な測定方法の令和元

年度内の設定に向け、三者で引

き続き協議する。 

意見38 県産品等

認知度向

上事業 

事 業 計 画

の策定につ

いて 

 本事業において、平成30年度は新潟県内で

のシンポジウム等を開催したところであるが、

今のところ海外でシンポジウムやイベントを

開催する計画はない。また、当事業について

は大まかな事業の構想はあるものの、どの時

期に何を実施するかという具体的な計画まで

には落とし込めてはいない。 

 当該事業は事業期間を５年間で予定してい

るため、５年間で事業目的を達成するための

具体性のある中長期の計画を策定し、計画と

実績の進捗を分析することが望まれる。 

 本事業は県酒造組合や新潟

大学と連携して取り組むもので

あり、三者で定期的に意見交換

を行っている。新潟大学が日本

酒学センターの今後の取組方針

等についてとりまとめを計画し

ていることから、当該方針等を

踏まえ、進捗状況等を分析する

ことについて、三者で協議する。 

意見39 首都圏等

に向けた

積極的な

情報発信

事業 

効 果 測 定

について 

 本事業のうち、最も金額の多いラジオ番組

を活用した情報発信事業における効果測定の

方法は、ＷｅｂやＳＮＳの反応を数値評価す

るととともに、媒体効果として聴取率を使用

している。ラジオは一般的には受動的媒体で

あり、聴取率を使用したとしても実際に新潟

県の情報を認知しイメージの向上が図れたか

否かは受動的媒体の性質上、直結はしない。

より適切な効果測定を行うことを検討するべ

きである。 

 ラジオは広い範囲に安価に情

報発信できるメリットがあるも

のの、情報の到達範囲が聴取者

に限定され、また効果測定が難

しいという課題があることから、

平成30年度からはラジオ事業を

廃止し、Ｗｅｂ、ＳＮＳを中心

とする情報発信事業を開始して

いる。 
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意見40 首都圏等

に向けた

積極的な

情報発信

事業 

適 切 な 情

報 発 信 媒

体 の 選 定

について 

 本事業における情報発信の主媒体としてラ

ジオが選択されているが、平成29年度のアン

ケート結果では新潟に関する評価が頭打ちと

なった印象を受ける。ラジオは、受動的媒体

という性質上、その効果は番組リスナー層に

限定されること、また、効果測定が行いづら

いため、ラジオのような受動的媒体を主媒体

とするよりも、平成28年度から取組を始めた

ように広範囲かつ効果的な媒体を主媒体とし

て選択することが望まれる。 

 ラジオは広い範囲に安価に情

報発信できるメリットがあるも

のの、情報の到達範囲が聴取者

に限定され、また効果測定が難

しいという課題があることから、

平成30年度からはラジオ事業を

廃止し、Ｗｅｂ、ＳＮＳを中心

とする情報発信事業を開始して

いる。 

意見41 新潟空港

路線利便

性向上事

業 

「 新 潟 空

港 の 路 線

ネットワー

ク 戦 略

2017」への

期待につい

て 

 本事業は「新潟空港の路線ネットワーク戦

略2017」においても重要な位置づけの事業だ

と思われる。台北路線の利用者拡大の好事例

を分析・検討するとともに、出国率を上げる

ため関係各機関とのさらなる連携を期待した

い。今後も「新潟空港の路線ネットワーク

2017」で掲げた目標の達成に向け、こうした

対応を進めるなど、一層の努力を期待したい。 

 インバウンド利用が好調な台

北路線の好事例を分析するた

め、利用者を対象としたアンケ

ート調査を実施することとし

た。 

 県民の出国率を上げるため、

パスポート取得費用や海外研修

旅行に対する助成を行っている

が、特に鍵となる若年層対策に

ついて、講演会を実施するなど、

関係各機関と連携した。 

意見42 国際線利

用促進事

業 

補 助 金 交

付 要 綱 の

運用につい

て 

 本事業の助成額は、事業の実施主体に応じ

て補助金の限度額が異なる旨が定められてい

るため、事業の形式的な申請主体よりも実質

的に費用負担をしている事業者を判断するこ

とがポイントと理解される。つまり、航空会

社が他の事業者とタイアップした場合に、航

空会社が事業をした場合の補助限度額が適用

されてしまうと要綱が形骸化するリスクがあ

るため、補助金交付要綱の運用及び事業報告

書の作成は慎重に行うことが望まれる。 

 今年度事業の概要を事業者

にお知らせした際、実質的な申

請主体の考え方や補助金の性格

等について、あらためて説明し

た。 

 今後も、補助金交付要綱の適

切な運用に努めるとともに、事

業者への指導を徹底することと

する。 

意見43 新潟空港

直行ライ

ナー支援

事業 

費 用 対 効

果について 

 新潟空港利用者が年間1,022,000人もいる

中で、本事業を利用しているのはわずか1,221

人であり、そのために14,456千円が使われて

いる。県の事業である以上、経済性のみをも

って事業を評価することはもちろんできない

が、より効果的な事業とするための工夫をす

る余地はあると思われる。上越地区の住民だ

けでなく訪日外国人旅行客の需要取り込みも

意識しながら、直行ライナーを出す地域の自

治体や補助事業者を巻き込むことで、より効

果的効率的に施策を進めていくことを期待し

たい。 

 利用者増加や運行収支の改

善等に向けて、地元自治体や補

助事業者と一層の連携を図りな

がら、インバウンドも視野に入

れたＰＲやインセンティブの付

与による上越地域からの利用者

拡大に取り組む等して、より効

果的な事業となるよう努める。 
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意見44 国内線利

用促進事

業 

補 助 金 実

績 報 告 書

の記載につ

いて 

 本事業では補助事業者から事業報告書の提

出を求めているが、事業の効果測定方法は既

存路線の利用者数等の対前年比較であること

に鑑みると、事業報告書の説明は定性的なコ

メントによる説明ではなく、L/F(有償座席利

用率）や旅客数といった客観的な数値による

分析の方がより事業の効果を適切に把握でき

るのではないだろうか。県は実績報告書の書

類審査の段階で航空会社から別途L/Fの報告

を求めているとの事であるが、実績報告書の

書面において客観的に事業効果が判断できる

よう、事業者に対する周知徹底が望まれる。 

 令和元年度事業の概要を事

業者にお知らせした際、客観的

な数値を用いて事業効果を分析

するよう説明した。 

 引き続き、事業者に周知徹底

を図るとともに、事業者が事業

効果を適切に把握できるよう、

実績報告書の様式を修正する。 

意見45 佐渡航路

利用拡大

支援事業 

より効果的

な支援の実

施について 

 本事業の効果測定方法は佐渡航路の輸送人

員であるが、特に佐渡の人口が減少している

なかで、佐渡航路の利用者を伸ばしていくた

めには、本土からの誘客が重要と思われる。

県として現在の施策を進めているものの、佐

渡航路の利用者は年々減少している状況は続

いている。本事業は開始して２年しか経過し

ていないが、その成果が今後出てくるには、

一定の期間を要すると思われるため、引き続

き佐渡市や関係団体との連携に努め、必要に

応じて柔軟に施策を見直していくことを期待

する。 

 佐渡航路の平成30年輸送人

員は、近年続いていた減少に下

げ止まりが見られたものの、引

き続き、佐渡市をはじめ関係団

体との連携に努めるとともに、

必要に応じて施策を見直すなど

効果的な利用促進施策について

検討していく。 
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